
「グループホーム偕楽園」 

重要事項説明書 

 

１ 事業の目的及び運営方針 

（１）事業の目的 

本事業は、認知症があって要介護又は要支援の状態にある者（著しい精神症状や著

しい行動異常がある者、急性期状態にある者を除く。）に対して、共同生活住居にお

いて、食事、入浴、排泄等の日常生活の援助及び日常生活の中で心身の機能訓練を行

うことにより、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むこ

とができるよう支援することを目的とします。 

（２）運営方針 

ア 本事業所は、（１）の事業の目的達成のため、地域や家庭との結びつきを重視した

運営を行い、保健医療・福祉関係者や行政機関等との密接な連携に努めます。 

イ 本事業所は、明るく家庭的な雰囲気及び健全な環境の下での生活を確保するため、

利用者の人格を尊重し、従業者との信頼関係を基調とする適切な処遇について、不断

の努力を行います。 

ウ 自ら提供するサービスの質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を

受け、それらの結果を公表し、常にその改善を図ります。 

 

２ 事業者・事業所の概要 

（１）事業者（法人） 

法人名 社会福祉法人 亀鶴会 

法人所在地 大分県別府市南荘園町 4番 38号 

代表者氏名 理事長  三浦 広爲 

設立年月日 平成１８年 １２月 ２６日 

連絡先 電話番号 ０９７７―２２―２５１５ 

FAX番号 ０９７７―２２―２５１６ 

他の介護保険関連

事業 

特別養護老人ホーム偕楽園  

老人短期入所施設偕楽園 

居宅介護支援事業所偕楽園 

ヘルパーステーション偕楽園 

２４時間いつでもコール偕楽園 

訪問看護ステーション偕楽園 

看護小規模多機能型居宅介護偕楽園 

住宅型有料老人ホーム エクラシア偕楽園 

 


